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別送書類一覧（コンサル） 

入札参加資格申請データを入力・送信後、到達確認画面から「別送書類送付書」を印刷し、

「別送書類送付票」を郵送する封筒に貼り、（１）に記載する書類各１部を「別送書類送付書」

とともに、（２）に記載する提出期日までに郵送してください。 

別送書類（各種証明書等）は、入札参加資格申請日において、発行日より３か月以内のものに

限ります（鮮明であれば写し可）。 

 

（１）提出する書類等 

ア あいち電子調達共同システム（CALS/EC）に参加している自治体との共通審査項目に関

する書類 

申請先自治体の中から、代表して入札参加資格申請要件を審査する自治体（以下「代表審

査自治体」という。）が申請画面で示されますので、その自治体が審査を行うこととなりま

す。 

 

書類名 摘要 

別送書類送付書 代表審査自治体

が大府市の場合 

あいち電子調達共同システム（CALS/EC）から印

刷したもの 

※以下の書類で提出する書類が無い場合は不要 

登記事項証明書等 代表審査自治体

が大府市の場合 

・法人の方 

登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

・個人の方 

 以下の①及び②の両方が必要です。 

① 代表者の身元証明書 

（本籍地の市区町村長が発行する身元証明書。日

本国籍を有しない方は在留カード又は特別永住

者証明書の写し） 

② 代表者の登記されていないことの証明書 

（全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課窓

口にて発行してください。また、東京法務局では

郵送申請も可能） 

代表審査自治体

が大府市以外の

場合 

上記の書類を申請画面で表示された代表審査自治

体に郵送してください。 

納税証明書 

（国税） 

代表審査自治体

が大府市の場合 

納税証明書（「その３の２」又は「その３の３」） 

・法人の方「その３の３」 

・個人の方「その３の２」 

（本店所在地を管轄する税務署（窓口又はオンラ
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イン）で交付を受けることができます。） 

代表審査自治体

が大府市以外の

場合 

上記の書類を申請画面で表示された代表審査自治

体に郵送してください。 

納税証明書 

（県税） 

代表審査自治体

が愛知県の場合 

提出書類は不要です。入札参加資格申請時に入力

した課税番号で愛知県が確認します。 

※ ただし、納税状況が確認できない場合は、愛

知県県税事務所発行の納税証明書を求めることが

あります。 

代表審査自治体

が大府市の場合 

次のいずれかの書類を申請画面で表示された代表

審査自治体に郵送してください。 

・愛知県県税事務所が発行した納税証明書（未納

税額がないこと用） 

・愛知県に納税義務がないときは、「愛知県税の納

税義務がないことの申出書」 

【参考】ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ－〈操作手引書／ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ〉－

「参考資料」－「入札参加資格申請の手引き」－

「4.4 愛知県税に納税義務がないことの申出書」 

代表審査自治体

がその他の場合 

上記の書類を申請画面で表示された代表審査自治

体に郵送してください。 

 

イ 大府市が独自に設定する要件に関する書類 

大府市税については、大府市において未納がないことを確認しますので不要です。 

   （なお、大府市以外の申請先自治体が必要とする別送書類は、入札参加資格申請の入力内容

を送信後の到達確認画面または操作手引書（ポータルサイト掲載）で確認できます。） 

【参考】ポータルサイト－〈操作手引書/チュートリアル〉－「参考資料」－「入札参加資 

格申請の手引き」－「４．２ 設計・測量・建設コンサルタント等」 

 

（２）提出期日  

ア 定時受付 

入札参加資格申請データ送信日から７日以内必着。データ送信日と同日の発送にご協力く

ださい。 

ただし、最終提出期限は、令和６年２月２２日（木）必着。 

イ 随時受付 

入札参加資格申請データ送信日から７日以内必着。データ送信日と同日の発送にご協力く

ださい。 

なお、データ送信日から７日以内に別送書類の提出がない場合は、不受理となることがあ

ります。 
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※ 上記ア、イの提出期日の最終日が日曜日、土曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月

３日までの間にあたる場合は、その日以後の最初の平日とします。 

（３）提出先 

   郵便番号 ４７４－８７０１ 

   愛知県大府市中央町五丁目７０番地 

   大府市役所行政管理課契約係 

 

 

【注意】 

入札参加資格申請データを入力後、送信すると内容の修正ができません。入札参加資格申

請の入力内容を十分確認した上で、送信してください。特に定時受付期間中は、令和６・７

年度定時受付及び令和４・５年度随時受付の申請の取下げができませんので注意してくだ

さい。 


